
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答

1
既設検査路、一時撤去、復
旧について

現地、拝見しますと桁間に検査路が橋軸方向に渡って設置されております。
足場仮設や、塗替塗装工の各種施工作業において支障となる場合は、検査路の手摺
やホロー部を一時撤去、仮置き、復旧する必要がございますが、別途協議の対象と
なりますでしょうか。

検査路が足場仮設や、塗替塗装工の各種施工作業の支障となる
ことは無いと想定していますが、監督員が必要と認めた場合は
別途協議の対象とします。

質問書に対する回答

　件名）横浜横須賀道路　釜利谷第二高架橋塗替塗装工事


